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医療法人制度改革の考え方（概要）  

～ 医療提供体制の担い手の中心となる将来の医療法人の姿 ～  

Ⅰ．社会保障制度と医療法人に求められる将来  

ヰ 健やかで安心できる生活を保障するという社会保障制度の使命を果たしな   

がら、限られた社会保障の財源を有効に活用するため、医療提供体制の有力   

な担い手として今後とも民間非営利部門の医療法人が中心となって活躍。  

互 良質で効率的な医療サービスの提供とそのための効率的な医業経営の推進   

に関していえば、医療法人の設置する医療機関と都道府県・市町村をはじめ   

とした公的医療機関と違いはない。  

定 安易に補助金等に頼るのではなく、各自が地域で安定的・継続的に医療サ   

ービスを提供するために自立した医業経営の推進が必要。  

Ⅱ．医療法人制度をめぐる考え方の整  

1．「営利を目的としない」法人の考え方  

定 昭和25年の医療法人制度創設以来、医療法人は「剰余金を配当してはな  

らない」という民間非営利法人であり、今後ともその考え方は維持。  

定 一方で、制度の運用面や実体面において考え方が明確になっておらず、民   

間非営利部門である医療法人に必要な規律の規定など適切な対応が必要。   

2．公益性の高い医療サービスの明確化とそれを担う新たな医療法人制度の確立  

定 公益性の高い医療サービスを明らかにする手順を確立する必要。  

淀 公益性の高い医療サービスを担う医療法人内部のガバナンスの強化と情報   

開示の徹底を通じ、医療法人自らが地域に積極的に地域社会に貢献できる法   

人制度を新たに創設。   

3．今後の医療法人と医療法人を監督する都道府県との関係の見直し  

定 今後の都道府県の役割は自治体立病院の設置を通じた直接医療サービスを   

提供する役割から、医療サービスのルールの調整、医療サービスの安全性の   

監視等の役割へ転換。  

Ⅲ．今後の医療法人制度改革に向けた新たな医業経営のあり方の確立  

嵐 効率的な医業経営を支える人材の養成、透明性の高い医業経営を遂行する   

ための医療法人制度の見直し、公募債の容認・社会福祉事業など多様な事業   

の実施・寄附金税制や法人税制などの検討といった基盤整備。   
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医療法人制度改革の考え方（報告）  

～ 医療提供体制の担い手の中心となる将来の医療法人の姿 一  

平成17年7月22日  

医業経営の非営利性等  

に関する検討会報告  

匝頭重   

少子高齢化、医療技術の進歩、医療に対する国民の意識の変化や医療分野に関す  

る規制改革の観点等、医療をめぐる最近の状況を踏まえ、平成15年3月に、医療  

関係団体の有識者、医業経営の学識経験者等、マスコミ等が参加した「これからの  

医業経営の在り方に関する検討会」が、医療法人に関し、国民に信頼される医療提  

供体制の担い手として効率的で透明な医業経営の確立に向け、改革を推進するよう  

最終報告書（以下「在り方検討会報告書」）をとりまとめた。そこでは、   

（1）効率性を高める方策として、  

①経営管理機能の強化、②外部委託の活用・共同化の推進、③附帯業務規  

制の緩和   

（2）透明性を高める方策として、  

①病院会計準則の見直し等、②経理情報の公開推進、③医療に関する情報  

提供の推進   

（3）安定性を高める方策として、  

①資金調達手段の多様化、②国庫補助・政策融資などの公的支援の在り方、  

③経営安定化のための支援策  

などについての対策を講ずるよう厚生労働省に対し提言している。   

この在り方検討会報告書を踏まえ、厚生労働省においては、ア．医療法人の附帯  

業務規制の緩和の実施（平成16年3月、平成17年3月）、イ．病院会計準則の  

見直し（平成16年8月）、ウ．医療機関債ガイドラインの制定（平成16年9月）  

など国民に信頼される医業経営の確立に向けた改革を進めてきている。   

これらの改革は、地域の医療提供体制を担う民間非営利部門である医療法人の医  

業経営の活性化を通じて患者や地域社会が求める医療ニーズに応えるという意味  

のあるものである。  

政府においては、平成16年11月に「公益法人制度改革に関する有識者会議報  
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告書」をとりまとめるとともに、平成16年12月に閣議決定された「今後の行政  

改革の方針」において、現行の民法による公益法人制度を抜本的に改革し、一般的  

な非営利法人制度としつつ、公益性を有する非営利法人を判断する仕組み等につい  

ての本格的な検討が行われており、現行の民法34条法人の「非営利」の考え方及  

び「公益性」についての判断基準等について、理論的な整理とそれを踏まえた法改  

正に向けた取組が進められ、あわせて税制についてもそれを踏まえた検討が行われ  

ているところである。   

こうした検討が行われているのは、今後の我が国の社会システムにおいて、政府  

部門や市場経済を中心とした民間営利部門だけでは様々な社会のニーズへの対応  

が困難になりつつある状況が生じているという問題意識が背景としてあり、機動的  

な対応が構造的に難しい政府部門や、株主が求める高い収益率を追求するなど採算  

性が厳しく求められる民間営利部門では、国民が求める医療サービスをはじめとし  

た社会のニーズに十分に対応できないため、個人や法人の自由で自発的な民間非営  

利部門による公益的活動が果たす役割とその発展を図ることが極めて重要である  

からである。   

このため、これまでの公益法人制度に係る問題点として、   

（D主務官庁の許可主義の下、裁量の幅が大きく、法人設立が簡便でないこと   

②事業分野ごとの主務官庁による指導監督が縦割りで煩雑なこと   

③情報開示（ディスクロージャー）が不十分なこと   

④公益性の判断基準が不明確なこと  

⑤公益性を失った法人が公益法人として存在し続けること   

⑥ガバナンス（法人の管理運営のあり方）に問題があること  

について適切に対処しつつ、民間非営利部門を社会システムの中に積極的に位置づ  

けるとともに、民意を反映して、公益性を、縦割りでなく統一的に判断する透明性  

の高い新たな仕組みを構築することにより、今後益々重要な役割を果たす民間非営  

利部門による公益的活動の健全な発展を促進し、一層活力ある社会の実現を図るこ  

とが重要な課題であるとしている。  

このように、我が国の社会システムの変化に対する政府の公益法人制度の抜本的  

な改革を概観すると、その方向性については、民間非営利部門の医療法人に期待さ  

れる役割と軌を一にしているといえる。   

我が国の医療法人制度について見てみると、昭和25年に民間非営利部門として  

位置づけるための制度が医療法上に創設され、国民皆保険制度の下で、医療法人の  

開設する医療機関の整備が推進されてきたところである。   

一方で、市町村合併の推進や地方財政の改善に向けた取組の中で、自治体立病院  

をはじめとした公的医療機関がこれまで果たしてきた役割の見直しが進んでおり、  
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これまで自治体立病院が中心として担ってきた地域の救命救急医療やへき地医療  

など地域社会にとってなくてはならない医療サービスの提供についても、これまで  

以上に民間非営利部門である医療法人に期待される役割は極めて大きい。   

こうしたことを踏まえ、医療法人制度の健全な発展、地域社会からの信頼を高め  

る医療法人制度の確立等を通じ、機動的な対応が構造的に難しい政府部門や、株主  

が求める高い収益率を追求するなど採算性が厳しく求められる民間営利部門では  

対応できない医療サービス提供の中心的な担い手として医療法人の役割が改めて  

見直される必要がある。   

そのほか、医療法人制度に関しては、制度創設時より一貫して剰余金の配当が禁  

止され、営利性が否定された法人制度であるが、医療法人の実態として、いわゆる  

「持ち分」があると誤って判断されてきたことを原因として医療法人の永続性・継  

続性が確保できないといった問題が生じており、これについても地域の医療提供体  

制を確保する観点から検討する必要がある。  

以上のような状況を踏まえ、本検討会では、昭和25年に創設された医療法人制  

度について、改めてその非営利性を検証するとともに、地域社会が求める公益性の  

高い医療サービスに対応する医療法人を新たに再構築することを中心に、平成15  

年10月より計9回にわたる議論を重ね、ここにその考え方についてまとめること  

とした。  

Ⅰ．社会保障制度から見た医療法人に求められる将来イ   

21世紀の我が国社会は、何よりもまず、個人が一人一人の能力を十分に発揮し、  

自立して尊厳を持って生きることのできる社会にしなければならない。このために  

も、広く国民を対象にし、個人の責任や自助努力では対応し難いリスクに対して、  

社会全体で支え合い、個人の自立や家庭の機能を支援し、健やかで安心できる生活  

を保障することを目的とする社会保障制度は、不可欠なものである。   

社会保障は、個々の国民が心身ともに健康で生活することを通じ、国民の「安心  

感」を醸成し、活力ある社会システムに貢献するものであり、社会保障なくして国  

民生活の安定は望めず、21世紀において我が国が目指すべき社会を形作ることは  

できない。言い換えれば、社会保障は、個人の自助努力だけでは対応できないこと  

について、共助・公助でカバーするという国民連帯の中心として位置づけられるも  

のである。   

また、社会保障制度は、国民連帯の中心として、個人の自立や家庭の機能を支援  

し、健やかで安心できる生活を保障するという高い使命を果たす機能を有している。  
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健康保険制度に関していえば、疾病というリスクに対し、どの地域に住んでいても、  

また、どのような病態の疾病であっても、可能な限り、医療サービスが提供される  

よう支援する体制を構築する必要がある。  

このような中、健やかで安心できる生活を保障するという高い使命を果たしなが  

ら、限られた社会保障の財源を有効に活用するという役割を果たすため、社会保障  

制度が支える医療提供体制の有力な担い手としては、社会保障制度が求める使命を  

果たすことを第一の目的として位置づけられている民間非営利部門の医療法人が  

中心となることが必要である。そして、患者等に適切な情報提供を行いながら公正  

で効率的な医療サービスの提供とそのための効率的な医業経営を推進することが  

求められる。つまり、「営利を目的とする」ことがその本質である営利法人とは違  

い、「営利を目的としない」民間非営利部門の医療法人の使命は、「地域で質の高い  

医療サービスを効率的に提供する」ことであり、これが一番の目的となるものであ  

る。   

もちろん、医療提供体制の担い手としては民間非営利部門の医療法人のほか、い  

わゆる「政策医療」を行うために設置された国公立病院をはじめとした公的な医療  

機関も存在する。しかし、良質で効率的な医療サービスの提供とそのための効率的  

な医業経営の推進に関して言えば、民間非営利部門の医療法人が設置する医療機関  

であっても国公立病院をはじめとした公的な医療機関であっても、地域で安定的に  

質の高い医療サービスを効率的に提供することについて違いがないことはいうま  

でもない。安易に財政支援等に頼るのではなく、良質で効率的な医療サービスを地  

域で安定的・継続的に提供するために無駄のない医業経営を推進し、医療サービス  

の再生産のための収益を確保していくことは、設置主体に関わらず同等なものであ  

ることを認識しなければならない。   

このほか、医療提供体制における国及び都道府県の今後の役割は、国立病院や自  

治体立病院の設置を通じた直接医療サービスを提供するこれまでの役害帖ゝら、医療  

サービスに係るルールを明確にし、調整する役割（機能）、医療サービスの安全性  

や医療サービスへのアクセスの公平性を監視する役割（機能）等へ転換することが  

求められている。  

以上のような医療サービスの役割を考えると、今後の地域医療提供体制の有力な  

担い手としての医療法人については、引き続き民間非営利部門として、地域で質の  

高い効率的な医療の提供と患者の視点に立った柔軟な発想による新たなサービス  

の提供が求められる。このためにも、医療法人制度について、（1）昭和25年の制  

度創設後も変わらない「営利を目的としない」という役割の再確認、（2）公益性の  

高い医療サービスを安定的に提供するという現在の医療提供体制に求められる役  
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